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破産者株式会社クレジェンテのホームページ




株式会社クレジェンテ（東京都中央区銀座7丁目9番17号）は、令和3年9月7日午後5時00分に破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任されています（東京地方裁判所令和3年（フ）第5406号）。

このホームページは、破産者株式会社クレジェンテ及び関連会社の破産管財人が運営しており、破産手続に関するお知らせ等を掲載しております。

これまでの経過は、下記の更新情報のとおりです。



［ 連絡先 ］


〒102-0076東京都千代田区五番町3-1　五番町グランドビル9階

市ヶ谷総合法律事務所

本件専用電話番号：03-3239-7325FAX：03-3239-7322

受付時間：10時～17時（土日祝日を除く）

破産者 株式会社クレジェンテ外

各破産管財人 弁護士 岡田 隆





更新情報




	2023年12月19日
	第6回債権者集会が開催されましたNEW


	2023年12月19日
	第6回債権者集会配布資料（PDF/1MB）NEW


	2023年9月5日
	第5回債権者集会が開催されました（PDF/88KB）


	2023年9月5日
	第5回債権者集会配布資料（PDF/990KB）


	2023年9月5日
	第5回債権者集会の質疑応答の概要（PDF/84KB）


	2023年5月16日
	第4回債権者集会が開催されました（PDF/88KB）


	2023年5月16日
	第4回債権者集会配布資料（PDF/1MB）


	2023年5月16日
	第4回債権者集会の質疑応答の概要（PDF/85KB）


	2022年11月16日
	第3回債権者集会が開催されました（PDF/99KB）


	2022年11月16日
	第3回債権者集会配布資料（PDF/1.1MB）


	2022年11月16日
	第3回債権者集会の質疑応答の概要（PDF/116KB）


	2022年10月7日
	第3回債権者集会場のお知らせ（PDF/112KB）


	2022年6月30日
	第2回債権者集会が開催されました（PDF/101KB）


	2022年6月30日
	第2回債権者集会配布資料（PDF/1.0MB）


	2022年6月30日
	第2回債権者集会の質疑応答の概要（PDF/150KB）


	2022年2月24日
	第1回債権者集会が開催されました（PDF/96KB）


	2022年2月24日
	第1回債権者集会配布資料（PDF/566KB）


	2022年2月24日
	第1回債権者集会の質疑応答の概要（PDF/165KB）


	2021年11月8日
	株式会社ラディアンテの破産手続開始決定等のお知らせ（PDF/132KB）


	2021年11月8日
	株式会社蔵皇の破産手続開始決定等のお知らせ（PDF/131KB）


	2021年11月2日
	株式会社ジェナルの破産手続開始決定等のお知らせ（PDF/131KB）


	2021年11月2日
	オートシップにより令和3年9月13日に自動振替がされた会員様について（PDF/98KB）


	2021年10月1日
	よくあるご質問の更新


	2021年9月13日
	株式会社クレジェンテの破産手続開始決定等のお知らせ（PDF/125KB）







債権者 各位




第6回債権者集会が開催されました


令和5年12月19日

破産者 株式会社クレジェンテ外

破産管財人 弁護士 岡田 隆




	１．
	
破産者株式会社クレジェンテ及び下記各破産者の第6回債権者集会は、令和5年12月19日（火曜日）午後2時から東京地方裁判所において開催されました。

記

	（１）破産者株式会社クレジェンテ（東京都中央区銀座7丁目9番17号、代表取締役内藤義雄、事件番号東京地方裁判所令和3年（フ）第5406号）
	（２）破産者株式会社ジェナル（東京都中央区銀座8丁目18番7号パークリュクス銀座mono304号、代表取締役内藤義雄、事件番号令和3年（フ）第6220号）
	（３）破産者株式会社ラディアンテ（上記同所、代表取締役内藤義雄、事件番号令和3年（フ）第6490号）
	（４）破産者株式会社蔵皇（上記同所、代表取締役内藤義雄、事件番号令和3年（フ）第6491号）






	２．
	第6回債権者集会における破産管財人の報告等は、別紙「破産法157条の報告書（第6回）」（PDF/1MB）のとおりです。なお、今回集会では、債権者から質疑は出ませんでした。



	３．
	
破産手続は続行となり、次回の第7回債権者集会は、以下のとおりです。

令和6年5月14日（火曜日）午後2時30分

東京地方裁判所　中目黒庁舎　民事第20部　債権者集会室

住所：東京都目黒区中目黒2-4-1

なお、次回債権者集会への出席は義務ではありませんし、破産手続上、出席をされなくても不利に扱われることはありません。





	４．
	
破産手続の進行等に関するお問い合わせは、下記宛に、出来るだけファックスまたは郵便等の方法でご連絡を頂きますようお願い申し上げます。

［ 連絡先 ］

〒102-0076東京都千代田区五番町3-1　五番町グランドビル9階

市ヶ谷総合法律事務所

本件専用電話番号：03-3239-7325FAX：03-3239-7322

受付時間：10時～17時（土日祝日を除く）

破産者 株式会社クレジェンテ外

各破産管財人 弁護士 岡田 隆
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(C)  CREYENTE Co., Ltd.




















